
就学援助費申請児童生徒（小学校と中学校は別々に提出）

上記の児童生徒以外の同居者（生計を同一にする者）

振込先口座（保護者を名義人とする口座）　※通帳またはキャッシュカードのコピーをご提出ください。

令和　　　　年　　　　月　　　　日

越前町教育委員会　　様

越前町会計管理者　　様

住　　　所　丹生郡越前町内郡13-19-3

保護者氏名 越前　○○○ 印

電話番号 ＃＃＃－＃＃＃＃－＃＃＃＃

※裏面の注意事項についてご確認ください。

令和８年度　就学援助費交付申請書兼世帯票

学校名 小学校　　　　　　　　　　　　　　　〇〇　中学校

学　年
ふ り が な

生年月日 保護者との続柄
児童生徒氏名

1
えちぜん　かにたろう

Ｈ　・　R　　　　.　　　　.　　　
越前　かに太郎

Ｈ　・　R　　　　.　　　　.　　　

Ｈ　・　R　　　　.　　　　.　　　

Ｈ　・　R　　　　.　　　　.　　　

保護者との続柄 氏　　　名 生 年 月 日 勤務先・学校・園名等
収入の

有無

本人（保護者） 越前　〇〇〇 S60.1.1 △△△ 有

妻 越前　□□ H1.2.1 なし 無

子 越前　いか美 H23.1.1 〇〇小学校 無

子 越前　えび之助 H20.7.1 〇〇小学校 無

※添付書類　…　令和７年中分の所得証明書、源泉徴収票や確定申告書の写しなど、所得のわかるもの。

　　　　　　　　（令和８年１月１日時点で越前町内に住所のなかった方のみ）

金融機関 支 店 名 店 番 号 - - -
銀行 ・ 信金

農協 ・ 労金

及び学校給食費の未納金がある場合は、就学援助費の請求及び受領を学校長に委任することに同意します。

＊ ＊ ＊ ＊ ＊
越前　〇〇〇 口座番号

フリガナ エチゼン　〇〇〇
名義人

普　通

＊ ＊

他（　　　）

△△
本　店

支　店

出張所

◇◇◇

上記のとおり就学援助費を受給したいので申請します。

審査のため、家族状況や世帯員の収入について、公簿等を閲覧することに異議ありません。

また、学校から請求された学用品費、通学用品費、校外活動費、新入学児童生徒学用品費、修学旅行費

越

前

２５ ３ １



就学援助を必要と認める者についての学校長の意見

ア.保護者の職業が不安定で経済的に困窮している。 （備考）

イ.保護者が病弱であるため定期的な収入が望めない。

ウ.その他（備考欄に具体的に記入）

上記の者は、就学援助を必要とする児童生徒として報告します。

　　令和　　　　年　　　　月　　　　日

学校長　　　　　　　　　　　　　　　印

※学校長の意見欄は保護者の記入は不要です。

【注意事項】

申請に関する注意事項
〇小学校と中学校に通われるお子さんがそれぞれいる場合は、申請書を校種ごとに記入し、それぞれの学校へご提出ください。

〇昨年度に就学援助制度を受給し、今年度も申請を希望される方は、新たに申請をしていただく必要があります。

〇「新入学児童生徒学用品等準備費」を認定となった方は、改めて申請をしていただく必要があります。

　今回の就学援助費は昨年の所得をもとに判定するため、「新入学児童生徒学用品等準備費」が認定であった場合でも、今回は

　認定とならない場合があります。

○本年１月１日以前から越前町内に住所がある方は申請書のみご提出ください。

　１月２日以降に越前町内に転入されてきた方は、児童生徒の同居者で収入のある方全員の今年度分（昨年分）の所得証明書

　など所得のわかるものを添付ください。（ほか、源泉徴収票、確定申告書のコピーなど）

○保護者が名義人となっている口座情報を本紙（申請書兼世帯票）にご記入ください。

　初めて申請される方・口座を変更する方は、通帳またはキャッシュカードのコピーを添付しご提出ください。

○審査のため、家族状況や世帯員の収入について、公簿等を閲覧します。ご了承のうえ申請ください。

〇家庭環境・経済状況が変わり、援助を必要としなくなった場合は、「辞退届」を学校からお受け取りいただき、学校へご提出

　ください。

〇学校集金、給食費等に未納がある場合は、就学援助費の受領について学校長に委任する場合があります。

　必ずご了承のうえ申請ください。

認定・支給に関する注意事項
○提出された書類を審査後、保護者宛てに審査結果を「通知書」によりお知らせします。

○学期ごとの支給金額が決定後、保護者宛てに支給金額を「振込通知書」によりお知らせします。

　本紙（申請書兼世帯票）に記入された口座、または学校長へお振込みいたします。

　学校長へ委任・お振込みとなる場合は、事前に学校より確認のご連絡をさせていただきます。

○振込先を変更したい場合は、「振込先変更届」を学校または学校教育課からお受け取りいただき、学校へご提出ください。

　振込時期の各学期末の１ヶ月前までに提出があれば、次回振込時からの変更になります。

○振込時期は、各学期末の７月末、１２月末、３月末を予定しています。


